
この年度末は2年に一度の役員改選の時期です。4町内会で選出方法は異なりますが、

赤野井自治会を支え運営してくださっている役員さんについてご紹介して行きます。

まずは、知ってそうで知らない協議員・まちづくり推進員って何？

そんなハテナについてご紹介します。

　　 ※　以下の様な図式になっており、協議員・まちづくり推進員は4町内ごとに各4名選出され、

　 　　 　それぞれの役が割り振られます。（自治会長に関しては別選挙）

赤野井自治会

協議員・まちづくり推進員の紹介

自治会長

副自治会長

（総務）

副自治会長

（会計）

防災委員 建設産業委員 監査委員 福祉厚生委員
町内会長

社寺委員(兼務)

協議員 16名

自治会三役

まちづくり推進員

市民活動部会 人権・同和部会 青少年部会
スポーツ

健康部会



　※  各町内から選ばれた代表者（16名）がより良い街づくりのため自治会の

　　  運営を行います。

・自治会全般の総括 ・予算の企画立案と管理

・町内会長会、協議員会等の会議の準備

・自治会館管理運営業務（会館防火管理、重要書類管理、備品消耗品の管理）

・その他（各員会に属さない事項の処理）　

・自治会長の補佐

・自治会防災訓練の計画立案

・防災研修（協議員、自衛消防隊、女性消防隊）の実施計画

　

・自治会長の補佐 ・自治会館の設備管理業務全般

・自治会全般の予算管理 ・預金通帳全般の管理

・会計監査の準備

・自治会の集金業務（自治会費、会館使用料等）

・日常の支払い、入金業務（役員等手当支給等）

・町内を代表して、町内で発生する住民要望に対しての対応

・自治会が実施する諸事業、諸活動の計画及び実施

・組長への各種連絡、配布物の配付など

・小津神社氏子評議員及び氏子代表 ・涅槃会、蓮如会の企画と実施

・小津神社大祭、天満宮草木祭の企画と実施

・日待ち、舞、お湯上げ等、社寺関係行事の参画

・総合防災活動全般 ・防災資機材、消火設備の設置

・防災訓練の補助（町内会長と防災訓練の実施計画作成）、自衛消防・

　女性消防の補助など

・ゴミ集積所の保守管理とゴミのないまちづくり活動

・花と緑のまちづくり活動推進（花苗の配布、花壇・樹木の管理）

・町内の道路、河川、その他不具合点検と対策

・予算の企画と立案と管理

・自治会会計の中間監査(11月)、決算監査(5月)の実施

・決算会における監査報告など

・墓地の管理と維持 ・自治会研修会の企画と実施

・学区民の運動会・高齢者サロン事業などの立案と実行推進など

・自治会館の清掃の計画 ・予算の企画と立案と管理

協議員の仕事内容
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　※  自治会・学区を中心に明るく住み良いまちをつくるため地域での学習や

　　  各種活動を部会ごとに行っています。

・地域の現状や生活課題を的確に把握し、連帯性を高めるための活動や

　環境保全問題、防犯防災対策など、地域が抱える課題の解決に取組む

　活動「地域連帯性の普及活動」

・人権問題に関する研修会の開催など、差別を許さない地域づくりを

　進める活動「人権教育の浸透の活動」

・青少年団体活動にかかわったり、子育てや家庭教育の向上に寄与したり

　するなど、青少年の健全育成に関わる活動「青少年の健全育成活動」

・高齢者や障害者など福祉に関する活動やスポーツ振興、健康保持増進を

　高める活動「福祉・スポーツ健康づくり活動」

まちづくり推進員の仕事内容
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